
JP 2017-529444 A5 2018.9.13

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年9月13日(2018.9.13)

【公表番号】特表2017-529444(P2017-529444A)
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月6日(2018.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）溶融加工可能な樹脂と、
　ｂ）二酸化チタン粒子と、
　ｃ）フィラーと、
　を含み、
　二酸化チタン１重量部に対して１６重量部のフィラーを含む、組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物を含む層。
【請求項３】
　前記層が、０．０１インチ（０．０２５４センチメートル）以上である、請求項２に記
載の層。
【請求項４】
　ａ）溶融加工可能な樹脂と、
　ｂ）二酸化チタン粒子と、
　ｃ）フィラーと、
　を含む組成物であって、
　二酸化チタン１重量部に対して３～１１重量部のフィラーを含み、前記フィラーが前記
組成物の１６重量パーセント超である、組成物。
【請求項５】
　請求項４に記載の組成物を含む層。
【請求項６】
　前記層が、０．０１インチ（０．０２５４センチメートル）以上である、請求項５に記
載の層。
【請求項７】
　前記組成物が、薄肉カートンである、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　光酸化に対して感受性である実体を保護する方法であって、
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　ａ）溶融加工可能な樹脂、二酸化チタン粒子、及びフィラーを含むパッケージを提供す
る工程であって、前記パッケージが、６０～１００の不透過性を有する二酸化チタンの１
重量部に対して３～１６重量部のフィラーを含む工程と、
　ｂ）光酸化に対して感受性である実体を前記パッケージで覆う工程と、
　を含み、
　前記パッケージが、４０超のＬＰＦ値及び０．０１インチ（０．０２５４センチメート
ル）以上の厚さを有する、方法。
【請求項９】
　前記溶融加工可能な樹脂が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化
ビニル、ポリメチルアクリレート、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリカーボネ
ート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリフ
ェニレンスルフィド、ポリアセタール、及びこれらのブレンドからなる群から選択される
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記溶融加工可能な樹脂が、ポリプロピレンである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ポリプロピレンが、低密度ポリプロピレンである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記フィラーが、ＢａＳＯ4、タルク、雲母粉末、リトポン、ＣａＣＯ3、ＣａＳＯ4、
およびこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記二酸化チタン粒子は、２０～５００マイクロメートルの範囲内のサイズを有する、
請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記二酸化チタン粒子が、１２５～２５０マイクロメートルの範囲内のサイズを有する
、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記フィラーは、２０～１０００マイクロメートルの粒度範囲を有する、請求項８に記
載の方法。
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